
秋田市都市公園条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和８年３月17日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市条例第25号

秋田市都市公園条例の一部を改正する条例

秋田市都市公園条例（昭和39年秋田市条例第35号）の一部を次のように

改正する。

別表第２千秋公園の項中

「
千 秋 公 園 最初の30分まで １台 100円 使用期間

有 料 駐 車 30分を超える30分までごと につ 100円 は、毎年

場 に き ４月１日
を

から11月

30日まで

とする。
」

「
千 秋 公 園 最初の30分まで １台 100円 使用期間

大 坂 有 料 30分を超える30分までごと につ 100円 は、毎年

駐車場 に き ４月１日

から11月

30日まで
に

とする。

千 秋 公 園 最初の30分まで １台 100円

大 手 門 通 30分を超える30分までごと につ 100円

り 有 料 駐 に き

車場
」



改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、規則で定める日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の秋田市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後に使

用を開始する場合の使用料について適用し、同日前に使用を開始した場

合の使用料については、なお従前の例による。


